第12期板橋区住宅対策審議会公募委員募集要項

１　目的
　 東京都板橋区住宅基本条例第13条の規定に基づき設置した板橋区住宅対策審議会について、区民の立場からの意見を反映するため、区民公募委員を募集する。

２　募集内容
（1） 応募資格
1 区内在住の令和８年４月１５日現在１８歳以上で、板橋区の住宅政策に広く関心
を持ち、議論することができる方（国や地方公共団体の議員及び職員、板橋区が設
置する他の審議会などの委員に委嘱されている方を除く。）
2 区役所で開催する審議会に出席できる方(審議会は、月曜日から金曜日の午前９時
から午後５時の間のうち、１回あたり２時間程度、年２回開催予定)　
（2） 募集人数
２人以内
（3） 募集周知方法
「広報いたばし」（令和７年12月27日号掲載予定）と区ホームページで募集する。
また、「パブリックコメント等区民参加情報配信制度」登録者、eモニターへ情報
提供するとともに、区公式Xによる配信、広告付電子表示板への掲載により周知する。
（4） 応募期間
　令和８年１月５日（月曜日）から令和８年１月３０日(金曜日)（必着）まで
（5） 応募方法
　　　 作文「若者または子育て世代が住み続けたくなる住まいづくりとは」（800～1,200字程度）と東京都板橋区住宅対策審議会公募委員応募用紙に必要事項を明記のうえ、直接または郵送で応募

３　選考
書類
応募者から提出された作文（応募者の氏名は被覆するものとする。）を５段階で評価する。（区のほかの会議で委員として委嘱されている場合、選考順位が下がることがある。）

４　問い合わせ先
〒173-8501　東京都板橋区板橋二丁目66番１号
板橋区役所　都市整備部住宅政策課　住宅政策推進係　担当：小野・遠嶋
　（電　話）03-3579-2186
